
査読付き論文

ジョン・ロックのサミュエル・パーカー批判

武 井 敬 亮

Ⅰ はじめに

Ⅱ 先行研究の概観

Ⅲ ロックのパーカー批判の検討

１ パーカーの議論の概略

1-1 『教会統治論』の背景と課題

1-2 『教会統治論』の要点

２ ロックによる『教会統治論』の要約

３ 批判箇所の具体的検討

3-1 世俗為政者の宗教的統治について

3-2 世俗的権力と宗教的権力の結びつきについて

４ ロックの家父長権論批判

4-1 フィルマー批判との類似性について

4-2 家父長権論のもう一つの含意について

Ⅳ おわりに

Ⅰ はじめに

本稿の目的は，ロックが 1669 年（あるいは

70 年初め頃）に，サミュエル・パーカーの『教

会統治論』について批判を書き記した草稿（以

下『草稿』）を分析することにある
1)
。この『草

稿』は，M. クランストンによって部分的に紹介

され，M. ゴルディ編の Locke : Political

Essays（以下，ゴルディ版）にも所収されてい

るが，2006 年の J. R. ミルトンと P. ミルトン編

の John Locke : An Essay Concerning Tolera-

tion and Other Writings on Law and Politics,

1667-1683（以下，ミルトン版）で初めて完全

なかたちで公刊された
2)
。

しかし，ロック研究において，この『草稿』

の詳細な分析は，これまでほとんど行われてこ

なかった。その理由として，以下の２点を指摘

することができる。第一に，ロックの批判対象

である『教会統治論』そのものが，これまで十

分に分析されてこなかった点である。近年，

パーカーを対象にした研究が行われるように

なってきたが
3)
，ロック研究においては，完全に

その成果が消化されておらず，その結果，ロッ

クのパーカー批判の含意や重要性が，必ずしも

十分に把握されてこなかったものと考えられ
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１）Parker [1670]。

２）Cranston [1957] pp. 131-3, Locke [1997a] pp.

211-5, Locke [2006a] pp. 322-6。MS Locke c. 39,

fos. 5-10（ただし，fo. 6, 8, 10 は空白のページ）のう

ち，クランストンの抜粋やゴルディ版では，fo. 7 か

らになっており，ミルトン版で初めて fo. 5 からが

公刊された。

３）Schochet [1993], Schochet [1995], Parkin [1999],

Jewell [2004], Rose [2010], Hirst [1999], Cable

[2002]。



る。第二に，ロックのパーカー批判に言及した

研究においても，Ⅱ節（先行研究の概観）で詳

しく見ていくが，同時期に執筆が開始された

ロックの『人間知性論』と関連付けて，認識論

的な側面から分析されることが多く，歴史的文

脈を背景にしたロックの政治・宗教思想の側面

から分析されることがほとんどなかった点であ

る。特に，『世俗権力二論』（1660-2 年）や『寛

容論』（1667 年）におけるロックの反聖職者主

義的態度は，この時期のフランスにおける聖職

者主義の台頭と相まって，一層の高まりをみせ

ていくことになるが，この観点からの分析は，

これまで行われてこなかった
4)
。また，その要

因として，ミルトン版で初めて公刊された部分

を念頭に置いた分析が行われてこなかった点も

指摘することができる
5)
。したがって，ロック

が記した『草稿』の含意をより正確に把握する

ためにも，まずは『教会統治論』の詳細な分析

を行うことが必須の作業となる。そのため，別

稿にて，本著作のより具体的な分析を試みてい

る
6)
。本稿では，その議論を踏まえてロックの

パーカー批判の検討を行っていく。

J. R. ミルトンと P. ミルトン（以下，両ミルト

ン）によれば，現存する草稿以外にも批判を書

き留めたものがあった可能性もあり，ロックに

よるパーカー批判が，この『草稿』の中にすべ

て記されているわけではないのかもしれない
7)
。

しかし，本稿以下（Ⅲ節）で確認していくよう

に，ロックによるパーカーの議論の要約は，『教

会統治論』においても重要な議論であり，『草稿』

におけるロックの批判も，パーカーの思考様式

そのものを論駁対象としていることから，本稿

でこの『草稿』の詳細な分析を行うことにより，

同時期におけるロックの政治・宗教思想の一端

を明らかにすることができるのではないかと考

えられる。

また，直接的な連続性を示すことは難しいが，

『統治二論』（特に「第一論文」におけるフィル

マー批判）で展開される議論とパーカー批判と

の類似性も指摘することができるため，その意

味でも，初期の著作から後期の著作への橋渡し

として本研究が果たす意義は少なくないように

思われる。したがって，本稿の主眼は，『草稿』

の分析から，ロックがパーカーのどの議論に注

目し，どのような批判を加えているのか，また，

そのような批判の仕方が，『世俗権力二論』や『寛

容論』の議論をどの程度引き継いでいるのかを

明らかにすることにある。

本稿では，以下の順で議論を行っていく。ま

ず，Ⅱ節で先行研究を概観する。各解釈を三つ

に分類・整理することにより，従来の研究の特

徴および問題点を指摘し，本稿の議論の到達点

を示す。次に，Ⅲ節１項で拙稿（「サミュエル・

パーカーの教会統治論」）の議論を概観し，ロッ

クのパーカー批判を検討するための分析視角を

確認する。同２項で，ミルトン版に初めて収め

られた部分を紹介し，ロックがパーカーの議論

のどこに注目していたのかを明らかにする。同

３項では１，２項を踏まえた上で，ロックのパー

カー批判を具体的に分析していく。同４項で

は，ロックとパーカーを比較する際にしばしば

論点となる家父長権論について，ロックの批判

の含意を明らかにし，ロックによる家父長権論

批判と『統治二論』のフィルマー批判との関係

性について考察を行う。そして，Ⅳ節で本稿の

まとめを行い，今後の展望を示したい。

Ⅱ 先行研究の概観

本節では，ロックのパーカー批判に言及して

いる先行研究を概観し，その特徴と問題点を指

摘し，既存のロック研究の中に本研究を位置付
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４）ロックのフランス旅行（1675-9 年）の意義を考察

したものとして，山田［2012］173-204 ページ。

５）MS Locke c. 39, fos. 5-10，fo. 5 の部分。この箇所

でロックは『教会統治論』の要約を行っている。

６）武井［2013a］。

７）Milton and Milton [2006] p. 70。



けたい。ロックのパーカー批判を扱った先行研

究は必ずしも多くはないが，それらは，大別す

ると以下の三つに分けることができる。

第一の解釈は，ロックの知的発展プロセスの

中で，『草稿』の意義を考察し，『世俗権力二論』

や『寛容論』といった初期の著作と関連付けて，

ロックのパーカー批判を検討するものである。

そして，そのようなロックの批判が，後期の著

作（『統治二論』や『人間知性論』など）に，ど

のように結びついていくのかに注目する。特

に，パーカー論争に参加した非国教徒の影響を

指摘し，ロックによる認識論的な批判が，ロッ

クを『人間知性論』の執筆に向かわせることに

なったとみなす点に共通の特徴があり，代表的

なものとして，R. アッシュクラフト，J. パーキ

ン，大澤の解釈を挙げることができる。アッ

シュクラフトは，「ロックの最も効果的な批判

は，為政者は個人の宗教的義務の達成に必要不

可欠なものを臣民の誰よりもよく知る特別な地

位にある，というパーカーの想定に対する認
・
識
・

論
・
的
・
な
・
攻
・
撃
・
である」という

8)
。そして，パーカー

の『教会統治論』がロックの思索に刺激を与え

たと指摘し，「宗教的事柄における政治的権威

の主張に対する認識論的な二面攻撃，つまり，

最終的に『人間知性論』と『キリスト教の合理

性』で花開くことになる攻撃の種子を，それら

［ロックのパーカー批判］に見ることは，パー

カーの『教会統治論』に関するロックのコメン

トの読み込み過ぎではない」と主張する
9)
。ま

たパーキンは，ロックとパーカーの共通性を指

摘し，社会秩序と個人の自由に関する寛容の問

題を扱う中で，パーカー批判を契機として，ロッ

ク自身が，パーカーと共通した自らの議論の前

提を問い直さざるを得なくなり，道徳的な諸概

念に関する全く新しい根拠を提供しようと試み

たのではないかと推察する
10)
。

第二の解釈も，『世俗権力二論』や『寛容論』

といった初期の著作と比較しながら，ロックの

パーカー批判を検討する点においては，第一の

解釈と同様の立場をとる。そして，為政者の絶

対的な権力の必要性を容認するロックの姿勢と

『世俗権力二論』との連続性や，宗教的な礼拝

や教義にまで為政者の権力が拡大されるべきで

はないとするロックの主張と『寛容論』との結

びつきに関しては，概ね共通了解となっている。

また，後期の著作との関係についても，パーカー

の家父長権論に対するロックの批判と，『統治

二論』におけるロックのフィルマー批判との類

似性に関しては，概ね見解は一致している。第

二の解釈が，第一の解釈と大きく異なるのは，

ロックのパーカー批判を『人間知性論』と結び

つけることを批判する点である。代表的なもの

として，I. ハリス，D. ウットン，J. マーシャル

の解釈が挙げられる。ハリスは，「知性と意志

の関係性に関するロックの考えが，アッシュク

ラフトの考える論争によって感化されたとは思

えない」と述べ，寛容の基礎付けとして認識論

を展開したというアッシュクラフトに対して反

論を行っている
11)
。また，ウットンも，「寛容論

争が認識論の根本的な問題を提起した」ことを

明らかにした点で，アッシュクラフトの研究に

理解を示しつつも，ロックの認識論への関心を，

ジョン・ロックのサミュエル・パーカー批判 45

８）Ashcraft [1986] p. 106（傍点は引用者，以下同

様）。

９）Ibid., p. 106。大澤もまた，アッシュクラフトに依

拠しつつ，『人間知性論』草稿の執筆時期と「パーカー

論争」の時期的な重なり，そして，ロックのパーカー

に対する疑問と『人間知性論』の「道徳哲学の課題」

との一致から，「ロックの哲学的思索の発端が『パー

カー論争』に参加したシャフツベリー周辺のディセ

ンターたちの議論に触発されたものであったことを

疑う必要はないであろう」と考える（大澤［1995］

238-46 ページ）。カッソンもまた，寛容論争におけ

るロックの「蓋然的な推論の重要性」を指摘し，『人

間知性論』の執筆と結びつけて考える（Casson

[2011] pp. 124-５）。

10）Parkin [1999] p. 104。

11）Harris [1998] pp. 112, 353, fn. 13。



パーカー批判に結びつけることには批判的であ

り，それ以前から，知識の問題はロックにとっ

て重要な課題であったと主張する
12)
。マーシャ

ルは，「パーカーに対する応答や，寛容主義，非

国教徒イデオロギーへの傾倒」の延長線上に『人

間知性論』を位置付けるアッシュクラフトの解

釈を批判し，寛容主義よりも反聖職者主義の重

要性を強調する
13)
。

第三の解釈は，『草稿』の意義を，ロックのこ

うした初期から後期にかけての思想的な発展過

程の中で考察しようとする研究に対して，パー

カーの議論との比較から，『草稿』それ自体をよ

り具体的に分析している点に特徴がある。代表

的なものとして，両ミルトンの研究が挙げられ

る。両ミルトンは，同時代の人々がパーカーの

議論を真剣に取り上げた理由を指摘した上で，

ロックとの比較を行っていく
14)
。両ミルトンの

研究が他の研究と異なるのは，ミルトン版で初

めて公刊された部分（ロックによる『教会統治

論』の要約）を踏まえた分析を行っている点で

ある
15)
。両ミルトンは，同箇所の分析から，ロッ

クとパーカーの共通点と相違点を明らかにして

いる
16)
。両ミルトンの研究には首肯できる点が

多くあるが，その結論については，本稿とは異

なる。両ミルトンは，「パーカーにとって，世俗

為政者は最高の存在であり，いかるなる聖職者

の（おそらく，主教の）権力をも自分で行使す

ることができる」と結論づけるが，本稿Ⅲ節１

項で概観するように，世俗的権力と宗教的権力

に関するパーカーの複合的な見方（特に〈王と

しての役割〉と〈祭司としての役割〉の区別）

を見落としているために，ロックのパーカー批

判も，一面的な理解に基づいたものとなってい

る
17)
。

本稿では，両ミルトンの研究を基本的には受

け入れつつも，ハリスやマーシャルが指摘した

ロックの反聖職者主義的な視点から，ロックの

パーカー批判を検討していく
18)
。その過程で，

『世俗権力二論』や『寛容論』の議論との比較

も同時に行っていく。ただし，後期の著作との

関係性について，『人間知性論』との認識論的な

結びつきを再検討することは，本稿の主眼では

ないため行わないが，『統治二論』（特に，「第一

論文」のフィルマー批判）との関係性について

は，ロックのパーカー批判（特に，その家父長

権論に対する批判）を中心に再検討を行う。

Ⅲ ロックのパーカー批判の検討

本節では，ロックのパーカー批判を具体的に

分析するための準備として，拙稿の議論を援用
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12）Wootton [2003] p. 30。ウットンは，その出発点と

して，「トムへの手紙」におけるロックの理性に対す

る懐疑的な態度を指摘する（ibid., p. 26）。この手紙

に注目したものとして，中神［2003］25 ページ，山

田［2006］62-3 ページ。

13）Marshall [1994] p. 76。マーシャルは，『人間知性

論』草稿における，〈実践＝外面の自由〉ではなく，

〈探究＝内面の自由〉の主張が，『世俗権力二論』に

おけるロックの立場と矛盾しないことを指摘すると

ともに，「『人間知性論』草稿が，特に，寛容を正当

化するための認識論的な基礎を明らかにしようとす

るロックの試みであったという指摘や，その内容は，

本来，パーカーの『教会統治論』及びアングリカニ

ズムに対する応答として読まれるべきであるという

指摘は，ロックや彼の親友ティレルから得ている『人

間知性論』の執筆理由に関する記述に合致しない」

と主張する（ibid., pp. 77-8, fn. 6）。

14）Milton and Milton [2006] pp. 61-2。

15）このロックによる『教会統治論』の要約について

は，本稿のⅢ節２項で議論する。

16）両ミルトンは，共通点として，両者の新しい哲学

への関心や（特に恩寵に関する）宗教観を挙げ，相

違点として，両者の政治的権威の起源に関する考え

方や非国教徒観を挙げる（Milton andMilton [2006]

pp. 62-5）。両ミルトンによるロックとパーカーの

比較については，Ⅲ節２，３項で詳しく見ていく。

17）Ibid., p. 68。詳しい議論については，武井［2013a］

Ⅱ章を参照。

18）Harris [1998] p. 160, Marshall [1994] p. 76。



しつつ，最初に，パーカーの『教会統治論』の

主要な議論を概観する。そして，ロックによる

『教会統治論』の要約部分の議論と比較し，ど

の程度，ロックがパーカーの議論を把握してい

たのかを確認する。その上で，ロックによる

パーカー批判の詳細な分析に移っていきたい。

１ パーカーの議論の概略
19)

1-1 『教会統治論』の背景と課題

まず，『教会統治論』の執筆背景とパーカーが

直面していた課題について簡潔に説明する。

『教会統治論』は，第二次英蘭戦争終結後，指

導的な人物であったクラレンドン伯の失脚によ

り，再び寛容の気運が高まる中，危機感を募ら

せた既存の国教会体制支持者（特に，大主教ギ

ルバート・シェルドン）による反寛容のパンフ

レット・キャンペーンの一つとして執筆された。

国王・議会・教会が緊張関係にある中で，パー

カーは，以下の二つの問題に直面していた。一

つ目は，「イングランドの国制における国王至

上権の位置付けの問題」である。王政復古以降

の国教会体制をめぐる諸問題は，最終的に議会

の制定法（特に礼拝統一法）によって決着がつ

けられたが，これに対して，国王大権による寛

容の主張がチャールズ２世及びジェイムズ２世

によってなされた。ここに，至上権をめぐる議

会と国王の対立が生じることとなる。二つ目

は，「その至上権の適用範囲をめぐる問題」であ

る。非国教徒の寛容のあり方をめぐって，国王

と教会の間で意見の対立が生じており，教会の

統治権に関して，どの程度国王が介入すること

ができるのかが問題となっていた。したがっ

て，「世俗的為政者としての国王の権威を尊重

しつつ，国王大権による寛容政策を拒否するこ

と」が，パーカーの解決すべき課題であった
20)
。

従来の研究では，一つ目の問題を中心に研究

が行われてきた。そして，パーカーについても，

国王の絶対的権力の擁護者として解釈されるこ

とが多かった。この場合，二つ目の問題はあま

り考慮されず，国王が聖・俗両権力を絶対的に

有するものと考えられた。しかしながら，拙稿

では，二つ目の問題を考察対象に含め，パーカー

が国家（あるいは国王）の権威と教会の権威が

対立した際に，その問題をどのように解決した

のかを『教会統治論』の分析を通じて明らかに

している。パーカーの議論で特に重要なのは，

〈王としての役割〉と〈祭司としての役割〉の

区別，及びその複合的な関係である。以下では，

この点を中心にパーカーの議論の概略を示した

い。

1-2 『教会統治論』の要点

パーカーは，この著作の中で，良心の自由を

主張する非国教徒を主な批判対象としている。

そして，狂信者や民衆の「獰猛で激しい気質」

を強調し，宗教が野放しにされることによって

生じる害悪を指摘することで，為政者の厳格な

法の執行によって，社会の平和に資する宗教を

臣民に課すことの必要性を説く。この主張は，

為政者に宗教に対する絶対的な権力を認めてい

るかのように見えるが，パーカー自身は，この

ような権力を，「宗教的事柄に関して臣民の良

心を管理し導く権力」であるといい，その指導

的役割を強調する。パーカーは，特に，キリス

ト教の成立・発展過程に言及しながら，この権

力について説明を行っている
21)
。パーカーのこ

の議論は，以下の４点にまとめることができる。
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19）本項では，『教会統治論』について，ロックのパー

カー批判を分析する上で，特に関係のある部分を中

心に取り上げている。同著作に関する詳細な議論

は，武井［2013a］を参照。

20）武井［2013a］Ⅱ章を参照。このような王政復古以

降の歴史的文脈，及び当時のアングリカン主流派が

直面していた問題を把握しておくことは，本稿のⅢ

節４項で議論するロックの家父長権論批判を理解す

る上でも重要である。



第一に，パーカーは，世俗的統治と宗教的統

治の起源を，ともに家父長的権威に見出し，「そ

の［祭司としての］役割は，王としての地位と

ともに，各家族の長男に受け継がれた」と述べ

る
22)
。そして，社会の平和・治安を維持するた

めに，両統治の絶対的な必要性を主張する
23)
。

第二に，パーカーは，教会の管轄権（eccle-

siastical jurisdiction）を，イエスの授与ではな

く，イエスが生まれる以前の先有権（antece-

dent right）（すなわち，家父長的権威）による

ものとし，イエスが教会統治者に託した権力は，

「純粋に霊的なもの」であったと主張する
24)
。

そして，教会が世俗為政者の助けを欠いている

間は，教会の統治と規律を守るために，神自身

が，直接的な神の摂理によって，その欠如を補っ

ていたと説明する
25)
。

第三に，パーカーは，キリスト教がローマ皇

帝によって国教として確立されると，「宗教的

な統治は，自然がそれを置いたところに戻され，

教会の管轄権は，世俗的権力に付け加えられた」

と述べる
26)
。そして，ローマ皇帝が，「聖職者の

霊的な力を，その世俗的な権威によって，進ん

で助けようとするやいなや，神の摂理は，教会

の奇蹟的な力を取り消し始めた」と説明する
27)
。

第四に，パーカーは，ローマ教会が，「皇帝権

力の半分［すなわち，教会の管轄権］を簒奪し」，

世俗的権力と宗教的権力の両方を掌握したこと

により，「不合理な強制によって，人類の最も重

要な自由を侵害した」と批判する
28)
。そして，

宗教改革によって，この簒奪された（もともと

は皇帝の権威に属していた）教会の管轄権が，

イングランド国王のもとに取り戻されたと説明

する
29)
。

上の四つの議論において重要なのは，社会の

平和の維持のために，為政者の絶対的な権力の

必要性を主張していたこと，家父長的権威を世

俗的・宗教的統治の起源としていること，そし

て，イエスに由来する権力を霊的なものとし，

他方で，教会の管轄権を世俗的権力に結びつけ

ていることである。特に後者は，パーカーの議

論における教会と国家の複合的な関係性を理解

する上でも重要である。パーカーは，為政者が，

〈王としての役割〉と〈祭司としての役割〉の

両方を兼ねているのではなく，後者の役割は教

会が担い，その教えに強制力をもたせるための

手段を為政者が有すると考えていた。この複合

的な関係性は，パーカーが道徳的義務と宗教的

義務の一致を説く議論においても看取でき

る
30)
。パーカーは，「完全に真なる宗教は，徳そ

れ自体の実践か，それに資する手段，道具の使

用のどちらか以外にはありえない」といい，為

政者の役割を，宗教上の非本質的事柄の決定及

びその強制に，すなわち〈道徳の本質＝宗教の

本質〉へと導くための手段・道具の使用に限定

する
31)
。

以上のパーカー理解を前提とした上で，次に，

ロックによる『教会統治論』の要約部分を紹介

し，本稿の主たる目的であるロックのパーカー
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21）パーカーは，①キリスト教の成立以前，②キリス

ト教の成立，③国教としてのキリスト教の確立，④

教皇による権力の簒奪と宗教改革の四つの時期に分

けて議論を行っている（Parker [1670] pp. 28-57）。

22）Ibid., p. 31。

23）Ibid., pp. 28, 40。パーカーは，宗教の管
・
理
・
ほど，

「公的な利害に強い影響を与えるものはない」とい

う（ibid., p. 35, cf. p. 40）。パーカーは，「管理man-

agement」という語を使うことによって，宗教の本

質そのものを決定することと，それへと導くことと

を区別している。この議論の詳細については，武井

［2013a］Ⅳ章 2-2「神の崇拝における世俗為政者の

指導的役割について」を参照。

24）Ibid., pp. 40-3。

25）Ibid., pp. 44, 48。

26）Ibid., p. 49。

27）Ibid., p. 49。

28）Ibid., pp. 24, 54-5。

29）Ibid., pp. 24-5。

30）武井［2013a］Ⅳ章 2-2 を参照。



批判へと移っていきたい。

２ ロックによる『教会統治論』の要約

本項では，ロックによる『教会統治論』の要

約部分について確認していく。ロックによる

パーカー批判の草稿は，『ロック政治論集』（山

田・吉村訳）にも所収されているが，ゴルディ

版を定本としているため，この部分が訳出され

ていない。そこで，ミルトン版で初めて公刊さ

れたこの部分を邦訳のかたちで紹介しつつ，

ロックが『教会統治論』のどの議論に興味・関

心を抱いていたのかを明らかにしたい。内容

上，前半と後半の二つに分けることができるの

で，それぞれ訳出し，内容を確認していく。

まず，前半部分について，ロックは，宗教的

事柄において，為政者の絶対的な権力の必要性

を主張するパーカーの議論を以下のようにまと

めている。

社会は人間本性（humane nature）の保

存にとって必要である［。］統治（Gov -

ernment）は社会の保存にとって必要。そ

の目的は平和である［。］

統治の保存のために，各国家（City）に

は，ひとつの最高権力（One Supreme）が，

必要。１．なぜなら，最高権力が二つ存在

することはありえないから，２．同等の異

なる権力が，その義務を負うことのできな

いような矛盾した服従を，同じ人物に命じ

ることができてしまうから［。］この最高権

力とは世俗為政者（the Civil magistrate）

のことである［。］世俗為政者は，統治の目

的，つまり，平和［の実現］にとって必要

なものすべてを，その権力下にもたなけれ

ばならない。

宗教と良心は，悪徳それ自体と比べても

より平和を掻き乱す傾向がある，１．なぜ

なら，神の栄光と人々の魂の利益［すなわ

ち，救済］が激情に裏打ちされると，人々

は殉教をもっとも誤解しやすくなり［，］よ

り意志の固い自信に満ちた暴徒となるか

ら［。］悪徳があわてて見つけ出される一方

で［。］それゆえ，為政者は宗教的事柄に関

して，人々の良心に対する権力をもつ必要

がある。この権力は，通常の厳しさでは十

分ではないので，最大の苛酷さ・厳格さを

もって行使されなければならない
32)
。

次に，為政者の宗教的統治の起源について，

ロックは，パーカーの家父長権論に言及し，世

俗的統治との複合的な関係性について，以下の

ようにまとめる。

父は自分の子供に対して絶対的権力をも

つ［。］この家父長権力（paternall power）

が［ 集 ま っ て ］い く つ か の 君 主 国

（monarchys）へと成長した［。］この家父

長権（paternall right）によって，これらの

君主はまた宗教的指導者（priests）でも

あった。君主の地位（Soveraignty）と祭司

の職（priesthood）はともに，最初の 2500

年の間，ひとりの人物に委ねられていた。

教会の至上権（supremacy）は，ユダヤ

の王によって行使されていたが，祭司の職

は別の人々に委ねられていた。キリスト

ジョン・ロックのサミュエル・パーカー批判 49

32）Locke [2006a] p. 322。

31）Parker [1670] p. 69。両ミルトンは，パーカーの

議論に，世俗為政者による絶対的な宗教的支配権の

行使の主張を読み取り，ロックとは異なり，為政者

がもつ非本質的事柄すべてに対する絶対的な権力

を，「宗教的な礼拝や教義に関するあらゆる事柄へ

拡大すべき」と主張したと解釈する（Milton and

Milton [2006] pp. 68-9）。しかし，パーカーの議論

における〈王としての役割〉と〈祭司としての役割〉

の区別を見落としており，Ⅲ節３項で考察するよう

に，ロックの反聖職者主義的な批判の含意を十分に

把握しきれていない。



は，世俗的な権力を決して行使しなかった

し，忍耐と服従によって広められるべきそ

の宗教について，為政者に何も与えること

はできなかった［。］しかし，教会の規律を

保つため，世俗的な強制力（civil coercive

power）の代わりに，教会には，破門によっ

て［教会規律の］違反者を追い出すだけで

なく，［彼らを］処罰する奇蹟的な力が与え

られていた。この力は，為政者がキリスト

教徒となり，［それを］もはや必要としなく

なるまで教会に在り続けた。なぜなら，そ

のとき［為政者がキリスト教徒となったと

き］，救世主によって任命された祭司は，聖

職者の役割（ministerial function）を保持

し続けたが，宗教に関する統治は，為政者

に委ねられ，回復されたから。したがって，

キリスト教徒の為政者は，再び，宗教に対

する権力をもつのである
33)
。

このロックによるパーカーの要約には，Ⅲ節

１項で確認した『教会統治論』の中で重要と思

われる三つの点が現れている。第一に，社会の

維持・安定のために，最高権力による統治の必

要性が強調され，宗教的事柄についても，世俗

為政者による強制力をともなった支配が主張さ

れていること。第二に，権力の起源として，家

父長権が挙げられており，キリスト教が成立す

る以前は，「君主の地位」と「祭司の職」の両方

を家父長が兼ねていたということ。第三に，祭

司は聖職者の役割を保持しているが，世俗的権

力を欠いていることから，為政者がその執行権

力を代わりに有するということ。したがって，

この要約部分をパーカーの議論に即して考える

と，少なくともロックは，パーカーの主要な議

論を把握していたことが分かる。次項では，１，

２項で確認したパーカー自身の議論，及びロッ

クのパーカー理解をもとに，パーカー批判の具

体的な検討を行っていく。

３ 批判箇所の具体的検討

ロックは，為政者の外的な（世俗的な）強制

力自体は認めるものの，それが，人々の内面に

まで影響を及ぼすことについては否定する
34)
。

ロックは，パーカーの議論をそのような主張を

行っているものとみなし，以下の二つの側面か

ら批判を行う。第一に，世俗的権力によって，

人々の信条を変えようとする行為それ自体を批

判する。第二に，そのような行為を正当化して

いる（とロックがみなす）パーカーの議論を，

認識論的・反聖職者主義的な観点から批判する。

以下，このそれぞれについて，ロックのパーカー

批判を検討する。

3-1 世俗為政者の宗教的統治について

ロックはまず，『教会統治論』第１章４節を取

り上げる。パーカーは，この箇所で，「あらゆる

コモンウェルスの最高為政者（the supreme

magistrate）に，宗教的事柄に関して，臣民の

良心を支配し管理する権力を授ける」ことが，

「コモンウェルスの平和と治安にとって絶対に

必要である」と主張する
35)
。そして，その理由

を，「それ［コモンウェルスの平和と治安］は，

統治の第一にして最も重要な目的であるが，宗

教は人間の諸事に最も強い影響力をもつため，

それが最高権力者（the supreme power）の権

威に従属しない限り，決して十分に確保するこ
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33）Ibid., pp. 322-3。

34）両ミルトンは，この点をロックとパーカーの違い

として挙げている（Milton and Milton [2006] p.

69）。山田は，この点について，ロックのフランス旅

行の文脈を念頭に，「聖職者支配の下での王権と教

会との合体」に対する恐怖から，ロックは，「王の権

限を『世俗の行為』つまり世俗の平和と統治の保全

に限定」することによって，王権を制限しつつ，聖

職者支配を阻止しようと考えたと指摘する（山田

［2012］198 ページ）。

35）Parker [1670] pp. 10-1。



とはできないからである」と説明する
36)
。つま

り，パーカーは，社会の秩序・平和の維持を理

由に，世俗為政者の宗教的統治を正当化しよう

とする。

これに対して，ロックは，以下のように疑問

を投げかける。

これは，為政者の務めが平和を維持するこ

とだけであるということ，したがって，そ

れ［平和］をかき乱す直接的な性向をもつ

誤った意見は抑制されるべきであるという

こと，そして，このことは，すべての分別

ある人によって認められるべきであるとい

うこと，以外の何かを証明しているのだろ

うか
37)
。

ロックがここで問題としているのは，宗教的事

柄に関する為政者の支配が，社会秩序の維持に

関わる場合に限定されるのか，それとも，為政

者と異なる考えや信仰を臣民がもった場合に，

それを外的な強制によって変えさせる力をもっ

ているのかである。

そして，ロックはこの問題について，さらに

以下のようにパーカーに問いかける。

「神とその礼拝についての誤った考え方」

にこういう良からぬ影響を見ていながら，

彼は，為政者の権力が，その正しさから生

じると思わないのだろうか。「彼の宗教へ

臣民を義務づける」ということによって，

彼［パーカー］は，為政者の意見が正しか

ろうが間違っていようが，臣民に，ど
・
ん
・
な
・

に
・
そ
・
れ
・
が
・
平
・
静
・
で
・
平
・
和
・
な
・
も
・
の
・
で
・
あ
・
っ
・
て
・
も
・
，彼
・

ら
・
自
・
身
・
の
・
意
・
見
・
を
・
無
・
理
・
や
・
り
・
放
・
棄
・
さ
・
せ
・
，為
・
政
・
者
・

の
・
意
・
見
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へ
・
の
・
合
・
意
・
・同
・
意
・
を
・
宣
・
言
・
さ
・
せ
・
る
・
力
・
を
・
為
・

政
・
者
・
は
・
も
・
つ
・
ということを意味しているの

か
38)
。

ロックは，ここで，為政者の判断が誤る可能性

を指摘し，そのような為政者が意見の一致を強

制することに対して，批判の目を向ける
39)
。

ロックは，「統治の目的は，社会の安定であるか

ら，最高権力者（the supreme power）が，それ

に資するあらゆる物事を判断して命じる絶対的

な権利をもたなければならない」ということを

認めるが，外的な強制力による内面の統一が，

社会の平和を実現するための有効な手段である

のかどうかを問題にする
40)
。

問題は，法律で［信仰の］統一性を確保す

ることが（ここで示唆されているように）

そのために必要な手段であるのかどうか，

である。つまり，彼が自由意志を信じてい

る一方で，臣民の一部が予定説を信じるこ

とが，為政者によって本当に危険なもので

あるのか，また，統治にとって，ベストを

着るための法律を作ることよりも，サープ

リス着用の法律を作ることの方が，より必

要なことであるのか，ということである
41)
。

ロックは，『教会統治論』第５章３節の以下の

箇所にも言及しながら，同様の批判を行う。同

箇所で，パーカーは，「統治の諸目的に特に適う
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36）Ibid., pp. 11-2。

37）Locke [2006a] p. 323（山田園子・吉村伸夫訳［2007］

83 ページ）。以下，括弧内にゴルディ版に基づく山

田・吉村訳の該当ページ数を記す。ただし，邦訳に

あたっては，山田・吉村訳を参考にしたが，訳は必

ずしもこれに負ってはいない。

38）Ibid., p. 324（山田・吉村訳［2007］84 ページ）。

39）アッシュクラフトは，このような認識論的な攻撃

を，ロックの最も効果的な批判であったと主張する

（Ashcraft [1986] p. 106）。マーシャルも，「為政者

の正しさに関する暗黙の確信」をロックは疑問視し

ていると指摘する（Marshall [1994] p. 75）。

40）Locke [2006a] p. 325（山田・吉村訳［2007］85

ページ）。

41）Ibid., p. 325（山田・吉村訳［2007］85 ページ）。



ものもあれば，当然のように混乱に導くものも

あるため」，「領域内で特にどのような宗教の教

義が教えられているのかに注意を払うことほ

ど，世俗為政者の利益に関係するものはない」

と述べる
42)
。これに対してロックは，以下のよ

うに批判する。

したがって，当然，為政者は，法と刑罰の

厳しさによって，宗教における思弁的な意

見に関して彼と同じ考えをもつように，ま

た，同じ礼拝式で神を崇拝するように人々

を強いる，ということになるのだろうか。

為政者が扇動的な教義を抑制すべきである

ということは誰も否定しないが，可能であ

るからといって，他のすべての教義を禁じ

たり命じたりする権力を為政者はもつのだ

ろうか。もし，もたないのであれば，あな

た［パーカー］の議論は不十分であるし，

もし，もつならば，どれくらいホッブズ氏

の教義から離れているのか
43)
。

このようにしてロックは，常に，為政者の外

的な強制力が人々の内面に影響を及ぼすことに

対して，批判的な立場をとる。このようなロッ

クの姿勢は，初期の『世俗権力二論』から一貫

している。ロックは，同著作において，確かに，

宗教上の非本質的事柄に対する世俗為政者の絶

対的な支配権を擁護しているが，「第二論文」に

おいて，「判断の自由」と「意志［＝行為］の自

由」とを区別し，世俗為政者が強制することが

できるのは，後者であると主張している
44)
。

ロックは，為政者の支配領域を外面的（世俗的）

世界に限定することによって，前者，すなわち，

内面の自由の確保を主張する。ロックは，外的

な強制が統治の平和に結びつくような場合に限

り，それを容認するが，それによって，人々の

内面（意見や考え，信仰）に影響を及ぼそうと

することに対しては，終始，批判する。このよ

うな姿勢は，厳格なアングリカンに対するロッ

クの批判的な態度，すなわち，反聖職者主義的

態度と深く関係している。次に，このような観

点から，ロックのパーカー批判を検討していく。

3-2 世俗的権力と宗教的権力の結びつきに

ついて

ロックは，先ほど見たように「為政者の宗教

へ臣民を義務づける」ことの意味を確認した後，

以下のようにパーカーを批判する。

もしそうならば，なぜキリストと使徒たち

は，世俗の王や為政者に自分たちの言葉や

奇蹟を示して，彼らを説得しなかったのだ

ろうか。実際，彼らは，人々に教えを説い

て改宗させたのに，こうした［パーカーの

主張するような］教義のおかげで，必然的

に，扇動者か殉教者であるしかなくなった

のである
45)
。

世俗的統治と宗教的統治に関するパーカーの議

論の図式によれば，キリストや使徒の教えは，

為政者の強制的な力を介在して，人々に伝えら

れ，それを順守させるという構造をとる
46)
。

ロックはここで，この図式を逆手にとり，実際

には，そのような図式は成り立っていないと反

論する。
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42）Parker [1670] p. 144。

43）Locke [2006a] p. 326（山田・吉村訳［2007］86

ページ）。

44）Locke [1997b] pp. 76-7。この点については，武

井［2013b］Ⅲ章を参照。

45）Locke [2006a] p. 324（山田・吉村訳［2007］84

ページ）。

46）ここでのパーカーの議論の構造とは，教会統治者

の権力は霊的なものにすぎないため，宗教的な権威

は保持しつつも，その教えに強制力をもたせるため

には，世俗為政者の力が必要である，というⅢ章１

節で確認したパーカーの議論を指す。



ロックは，この図式について，ローマ教会に

よる基本的な自由の侵害に対するパーカーの批

判を取り上げ，以下のような批判を加える。

人類のいかなる基本的な自由が，パーカー

の教説によれば，世俗為政者の下で，［世俗

為政者と］同じ地位にはないローマ教会に

よって，侵害されたのか。ローマ教会の権

力は，世俗為政者によって認められ，彼ら

の教えは世俗為政者によって強制されると

いうのに
47)
。

ここで用いられている論理，すなわち，世俗為

政者が教会の権力を認め，その教えを強制する

という論理は，パーカーが示した図式と同じで

ある。ロックは，ここで，パーカー自身の図式

を用いて，パーカーの議論の矛盾を指摘しよう

としている
48)
。

ロックはさらに，この構造の弊害，すなわち，

聖職者の私的利害に基づいて，礼拝様式や宗教

的な教えが，為政者によって強制されることを

批判する。

この狂信的精神とは，彼が同じ段落の中で，

かくも恐ろしい非道な行為をはたらき，大

量殺戮，虐殺を行い，人々の間にかくも悲

惨な損害をもたらしたと非難している狂信

的激情と同じ，宗教的熱情に駆られた感情

ではないのだろうか。そうであれば，それ

［狂信的精神］は，すべての宗教に混在し

ているということなのだろうか。［そうだ

とすると］私は彼に英国国教会のどの精神

がそれに当たるのかを調べて欲しい。つま

り，そ
・
の
・
公
・
然
・
と
・
し
・
た
・
支
・
持
・
が
・
彼
・
に
・
昇
・
進
・
を
・
も
・
た
・

ら
・
す
・
こ
・
と
・
に
・
な
・
る
・
礼拝についての見解や方式

において，彼［為政者］と意見を異にする

すべての人々を迫害するように，彼［パー

カー］をして熱心に為政者を奮起させるの

は，いかなる精神であるのだろうか
49)
。

また，同様の批判は，『寛容論』に追加された

二つの文章の中にも見出すことができる。一つ

は，1671-２年頃に書き写されたものであり，も

う一つは，1675 年頃にロック自身の手によって

書かれたものである
50)
。まず，前者の文章の中

で，ロックは，「聖職者は，自
・
分
・
達
・
の
・
囲
・
い
・
〔教
・
会
・
〕

へ
・
と
・
人
・
々
・
を
・
強
・
制
・
す
・
る
・
よ
・
う
・
為
・
政
・
者
・
に
・
せ
・
が
・
む
・
よ
・
り
・

も
・
，むしろ人々に懇願し，彼らを信服させ，納

得させて真理に向かわせるという努力を，外交

官のように行うべきだと思われる」と述べる
51)
。

この記述にも，先ほど見たように，聖職者が，

為政者の強制的な力を利用しようとしているこ

とに対するロックの批判が現れている。そし

て，このようなロックの反聖職者主義的批判は，

1675 年の段階で，より明確に述べられることに

なる。ロックによれば，「聖職者は，……世俗統

治とは別個のこの力［司祭権 priesthood］を，

教会初期時代以降ほとんどたえず，神自身から

授かったと主張」し，世俗統治者と張り合えな

いときは，「この力は霊的なものにすぎず，それ

以上には及ばないと空とぼけたが，彼らが嫌悪

し非難を表明する人々を，統治者の義務として

罰しかつ迫害するよう，圧力をかけた」とい

う
52)
。そして，このことが，キリスト教世界に

災いの大半をもたらしたと批判する
53)
。
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47）Ibid., p. 324（山田・吉村訳［2007］84-５ページ）。

48）パーカー自身は，実際には，ローマ教会が皇帝権

力を簒奪し，聖・俗両権力を掌握したことにより，

基本的な自由の侵害が生じたと考えている。ただ

し，ロックのこのような批判が，単なる誤読による

ものなのか，それとも意図的な言説の操作なのかは，

ここだけでは判断することは難しい。

49）Ibid., p. 326（山田・吉村訳［2007］86 ページ）。

50）Locke [2006b] p. 310。

51）Locke [2006b] p. 310（山田［2006］228-9 ページ）。

以下，『寛容論』の邦訳は，山田［2006］を参照し，

該当ページ数を括弧内に記す。



４ ロックの家父長権論批判

前節で，ロックのパーカー批判の具体的な検

討を行ってきたが，両者の見解における最大の

相違点は，宗教的事柄に関する為政者の絶対的

な権力が，個人の内面にまで影響を及ぼすこと

ができるのかどうかにあった。また，ロックは

パーカーの議論の帰結だけでなく，議論の構造

そのものに対しても批判を行っており，それは，

ロックの反聖職者主義的態度と深く結びついて

いた。このような議論に加えて，しばしば言及

されるのが，パーカーの家父長権論に対する

ロックの批判である。先行研究では，ロックの

批判の仕方が，後のフィルマー批判と類似して

いることが強調されてきた。もちろん，この点

は，1670 年代のロックの思想と 80 年代初めに

執筆された『統治二論』との関係性を考える上

で重要ではあるが，ロックの批判には，これま

で見過ごされてきたもう一つの側面がある。本

項では，まず，ロックによるパーカー批判とフィ

ルマー批判の類似性を確認し，その後，ロック

の家父長権論批判のもう一つの含意について考

察を行っていく。

4-1 フィルマー批判との類似性について

ロックは，『教会統治論』第１章 11 節を取り

上げて，パーカーの家父長権論に対して批判を

行う。同箇所でパーカーは，「激情に駆られて

不正行為に陥りやすい人間の性質から，神は統

治の制約なしに人々が生きることを決して許さ

なかった」と述べ，自然状態の想定（生まれな

がらの自由）を批判し，最高権力の起源を家父

長的権威に求める
54)
。これに対して，ロックは，

以下のように批判を行う。

家父長的統治権（the paternall right of

government）（それは主張されるが証明さ

れていない）を認めるならば，その家父長

的君主権（paternall monarchy）が父の死

に際して相続される場合，それは完全に最

年長の息子に相続されるのか，それとも，

兄弟はみな，それぞれの事柄に対して等し

い権力をもつのか。もし，前者なら，君主

権（Monarchy）は確かに自然の権利によ

るが，全世界に正当な君主，つまり，アダ

ムの正統な後継者はひとりしか存在し得な

いことになる。もし後者なら，君主的であ

ろうと他のものであろうと，すべての統治

は，民
・
衆
・
の
・
同
・
意
・
に
・
の
・
み
・
由来する

55)
。

従来の研究では，ロックのこの批判は，以下

の二つの点で注目を集めてきた。第一に，統治

の起源について，ロックが明確に「民衆の同意」

に由来すると述べている点である
56)
。ロック

は，『統治二論』において，フィルマーの家父長

権論を批判し，統治の起源を「民衆の同意」に

求めるが，このような議論の構図が，ロックの

パーカー批判の中に既に現れていることは，確

かに注目に値する
57)
。第二に，ロックのパー
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52）Locke [2006b] pp. 313-4（山田［2006］232-3 ペー

ジ）。

53）Ibid., p. 314。山田は，このようなロックの聖職者

批判が，1675 から 79 年のフランス旅行によって，

より実感をともなったものとなり，「復古体制危機

時の危機認識にもつながった」と指摘する（山田

［2012］196 ページ）。また，マーシャルは，重要な

点として，「『世俗権力二論』におけるピューリタン

説教師の私心のある教えや「無謬性に関するエッセ

イ」におけるローマ・カトリックの目ざとい聖職者

に対する敵意が，迫害を擁護する国教会聖職者に対

して向けられていること」を指摘する（Marshall

[1994] p. 76）。ハリスもまた，政府当局を利用して

非国教徒に刑罰を科そうとする国教会の姿勢に対す

るロックの批判的立場に言及している（Harris

[1998] p. 160）。

54）Parker [1670] p. 29。

55）Locke [2006a] p. 325（山田・吉村訳［2007］85-6

ページ）。



カーへの批判の仕方が，フィルマー批判と類似

している点である
58)
。ロックは先に引用した箇

所で，パーカーの家父長権論について，相続の

論理の妥当性について疑問を投げかけている。

ロックは，『統治二論』「第一論文」でフィルマー

の家父長権論を論駁する際，８章から 11章に

かけて，フィルマーの主張する相続の論理にし

たがって，アダムに由来する家父長権が現在の

君主にまで継承されているのか否かを検証し，

その矛盾を指摘することで，フィルマーの説を

論駁していく
59)
。

したがって，ロックによるパーカーの家父長

権論に対する批判は，統治の起源について，家

父長権を否定し，民衆の同意を主張しているこ

と，そして，相続の論理の矛盾を指摘すること

で，家父長権に基づく君主権の正当性を批判し

ていること，この二点から検討されてきた。し

かし，ロックによるパーカーの家父長権論批判

には，ここで指摘した二点の他に，もう一つ重

要な含意が込められている。次に，この点につ

いて議論していく。

4-2 家父長権論のもう一つの含意について

１項で確認したように，パーカーは，世俗的

事柄及び宗教的事柄に対する支配の起源を，家

父長的統治権の中に見出すことで，聖・俗両領

域における為政者の絶対的な権力を正当化して

いた。したがって，アダムに由来する家父長権

の相続によって現在の君主が自身の権力を正当

化する場合，それは，必然的に，政治的権力だ

けでなく宗教的権力の相続をも意味することに

なる。

そして，この後者の含意が，より重要な意味

をもつようになったのが，『統治二論』が執筆さ

れた 1680 年代初めの排除法危機の文脈におい

てであった。1679 年から 81 年にかけて，カト

リック教徒のヨーク公ジェイムズ（後のジェイ

ムズ二世）を王位継承から排除するための法案

をめぐり，議会派と国王派の間で激しい対立が

生じていた。この争いの中で，国王派のイデオ

ロギー的支柱となっていたのが，フィルマーの

一連の著作であった。フィルマーは，アダムに

由来する家父長的権力を根拠に，国王の絶対的

な権力を正当化しようとしたが，周知のように，

ロックは『統治二論』で，このようなフィルマー

の主張を論駁した。そして，一般的に，ロック

のフィルマー論駁は，国王の絶対的な政治的権

力に対する批判として解釈されてきた。しか

し，先ほど見たように，家父長的統治権には，

政治的権力だけでなく，宗教的権力もまた含ま

れていた。ロック自身も，この点について，以

下のようにフィルマーを批判している。
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56）この点について，アッシュクラフトは，『世俗権力

二論』との違いを以下のように指摘する。『世俗権

力二論』では，「非本質的な行為のすべてが，為政者

の権威のもとにおかれていたので，権威の起源は，

重要な問題にならなかった」が，「為政者の権威に正

当な制限を課す必要」がある場合，「統治の起源に関

する論争」が意味をもつようになった（Ashcraft

[1986] p. 107）。マーシャルも，「民衆の同意」の重

要性を指摘するが，他方で，抵抗権論が展開される

『統治二論』「第二論文」への直接的な結びつきにつ

いては否定的である（Marshall [1994] p. 75）。

57）大澤は，パーカーの家父長権論に対して，ロック

が，「統治の起源が『人民の同意』である可能性を示

唆している」と指摘し，この問題に対する解答が，

『統治二論』で与えられているという（大澤［1995］

239 ページ）。

58）Marshall [ 1994 ] pp. 74-5, Milton and Milton

[2006] p. 66, Parker [2004] pp. 18-9。

59）武井［2010］83-5 ページ。特にロックは，「およそ

人間の集団をそれ自体として取り上げてみると，そ

の中には，アダムの直接の継承者として生来的に他

のすべての者に対して王たるべき権利をもち，他の

者は彼の臣民である一人の人間が必ずいること，す

べての人間が生まれつき王であるか臣民であるかで

あることは疑うことのできない真実である」という

フィルマーの主張を取り上げ，複数の君主が存在す

る現状との不一致を指摘する（Locke [1988] pp.

216-8，加藤訳［2010］190-4 ページ）。



もし，君主がその権原を父親の権利のうち

にもっており，また，父親は，一般に，事

実上，その手で統治権を行使しているのが

見いだされる存在なのだから，それによっ

て，政治的権威に対する父親の自然の権利

が十分に証明されるというのであれば，そ

れに対して，私は次のように言いたい。す

なわち，もし，こうした議論が正しいとす

れば，それは，全君主が，否，君
・
主
・
だ
・
け
・
が
・

祭
・
司
・
で
・
な
・
け
・
れ
・
ば
・
な
・
ら
・
な
・
い
・
と
・
い
・
う
・
こ
・
と
・
を
・
同
・
じ
・

よ
・
う
・
に
・
力
・
強
・
く
・
証
・
明
・
す
・
る
・
こ
・
と
・
に
・
な
・
る
・
というこ

とに他ならない。なぜならば，初期の頃に

は，家族の父親が祭司であったことは，彼

がその家族の支配者であったことと同じよ

うに確かなことであるからである
60)
。

ここで，M. ゴルディの研究に依拠しながら，

ロックのこのような批判の含意を明確にした

い。ゴルディは，王政復古後の国王支持者の著

作を精査するとともに，寛容政策をめぐる当時

の論争に着目することによって，ロックの『統

治二論』が，国王の絶対主義を理論的に支えた

フィルマーの学説だけでなく，復古期のアング

リカン主流派をも批判対象としていたことを明

らかにした
61)
。ゴルディによれば，王政復古以

降の議会による非国教徒弾圧政策と国王大権に

よる寛容政策の試みが，国王と国教会の対立を

もたらした
62)
。国教会側は，国王の大権に対し

て，神授権主教説に依拠して，自らの教会運営・

宗教政策を正当化しようとした。このような国

王と国教会の対立は，根本的には，教会に対す

る国王の支配権の範囲，すなわち，国王が，世

俗と宗教の両領域において，絶対的な支配権を

有するのか否かにあった
63)
。そして，ゴルディ

が，「アングリカン・ロイヤリスト」と総称する

人々は，「世俗的な事柄においては，君主政を支

持する絶対主義者であったが，『真の宗教』の擁

護という点では，国王と対立する可能性を秘め

ていた」
64)
。

このような彼らの両義的な立場を踏まえる

と，上で引用したロックの批判も，彼らに対し

て向けられたものと考えることができる。彼ら

は，家父長的権威に基づいて君主の絶対的権力

を擁護したが，ロックによれば，それは同時に

宗教についても君主に絶対的な支配権を認める

ことになり，結果的に，彼らの依拠する神授権

主教説を否定することになる。ロックは，別の

箇所でも，「神は，イスラエルにおいて，アロン

を祭司に，モーゼを支配者に選んだが，これら

の職務は，いずれも，アダムの継承者，あるい

は父たる地位のうちに置かれたものではない」

と述べ，家父長権に基づく君主の絶対的な政治

的・宗教的権力を否定する
65)
。

以上，４項では，パーカーの家父長権論に対

するロックの批判を，『統治二論』におけるフィ

ルマー批判と関連付けて考察してきた。ロック

は，パーカーの家父長権論を批判する中で，明

確に「民衆の同意」に言及しており，その批判

の仕方も，後のフィルマー批判に通ずるものが

あった。また，それだけでなく，家父長権に依

拠した議論は，為政者の政治的支配権だけでな

く宗教的支配権を正当化する議論にもなり

え
66)
，その点をロックが『統治二論』で批判して

いることを明らかにした。次節では，本稿のま
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60）Locke [1988] p. 318（加藤訳［2010］381 ページ）。

61）Goldie [1983] pp. 61-85。

62）Ibid., pp. 76-8。

63）Rose [2007], Rose [2011]。

64）Goldie [1983] p. 77。ゴルディは，中心的な人物と

して，ギルバート・シェルドン（Gilbert Sheldon,

1598-1677，カンタベリー大主教）とウィリアム・サ

ンクロフト（William Sancroft, 1617-93，カンタベ

リー大主教）を挙げている（ibid., p. 77-8）。また，

本稿で取り上げたパーカーも「アングリカン・ロイ

ヤリスト」の一人であり，同様に，相矛盾する二つ

の課題に直面していた（武井［2013a］Ⅳ章 2-1参照）。

65）Locke [1988] p. 257（加藤訳［2010］269 ページ）。



とめを行うとともに，今後の課題・展望を示し

たい。

Ⅳ おわりに

本稿では，パーカーの『教会統治論』の分析

をもとに，従来のロック研究では必ずしも十分

に扱われてこなかったロックのパーカー批判

を，より具体的に検討してきた。本研究の意義

として，以下の三点を挙げることができる。第

一に，本稿Ⅲ節１，２項の議論を通じて，拙稿

における『教会統治論』の分析とロックによる

要約部分とを比較・検討し，ロックがパーカー

の主要な議論を把握していることを明らかにし

たこと。第二に，３項でロックのパーカー批判

を分析した結果，ロックが，パーカーの議論の

帰結，すなわち，世俗為政者の宗教的権力の行

使だけでなく，それを支える複合的な図式（〈霊

的な権威を保持する教会〉とその教えに強制力

をもたせるために〈手段（＝厳格な法）を行使

する世俗為政者〉の関係）そのものを批判して

いることを明らかにしたこと。また，このよう

な批判が，ロックの反聖職主義的批判と結びつ

いていることを，『寛容論』に追加された部分の

記述に依拠しながら，具体的に示したこと。第

三に，４項でロックの家父長権論批判を再検討

することにより，家父長的権威に基づく議論の

もう一つの含意，すなわち，君主による宗教的

権力の継承の側面を明らかにし，この議論に対

する批判が，「アングリカン・ロイヤリスト」に

対して向けられている可能性を示したことであ

る。

本研究を通じて，1670 年代（前半）のロック

の政治・宗教思想の一端が明らかになった。ま

た，初期のロックの政治・宗教思想との関係に

ついても，部分的にではあれ，本稿で言及して

きた。このようなロックの思想的展開の延長線

上で，1680 年代以降のロックの思想を検討して

いくことが今後の課題となる。本稿でも，家父

長権論批判を通じて，『統治二論』との部分的な

比較・検討を行ったが，他の著作（『寛容書簡』

（1689 年）や『キリスト教の合理性』（1695 年）

など）についても，統治の安定を求めるロック

の一貫した立場や初期の著作においても看取で

きる反聖職者主義的態度を踏まえて，分析を

行っていく必要がある。こうした作業を行うこ

とによって，統一的なロック像の再構築を図る

ことが，今後の長期的な展望である。
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